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[規則]

◊川崎市事務分掌規則坪の-部を改¢する規則

  (弟2L号） 3

◊川崎市公印規則め '部を改正する規則¢第22号）-12

◊川崎市職員の給料の期埜額の支給に閣する規則

  の一部を改正する規則（第23号} M

◊川崎市核員特殊動務丁当支給規則の一郎を改正

  する規則{第24号} 14

◊川崎市職員の期末乎ち及び勤勉手当の支給に関

  する規則の一部を改正する規則{第25号〉15

◊川崎市戰員被服貸-1i・規則の一部を改正する規則

  (第26号）16

◊川崎市戰貝の職務発明等に間する規則（染27号）-17

◊川崎市基金条例施行規則の一部を改Tピする規則

  (第28号）21

◊川崎市契約規則の--郎を改1Eする規則（第29号；…22

◊川崎市手数料条例の一部を改正する粂例の一部

  の施行期日を定める規則（第30号）2:i

◊川崎布青少年問姐協迸会条例施行規則の--部を

  改正する規則(第31号) 23

◊男女平等かわさき条例の一部の施行期tlを定め

  る規則¢第32号）24

◊川崎市子どもの権利に関する粂例の-部を改正

  する条例の施行期0を定める規則（第;|3号）以

◊川崎市子どもの権利委員会規則の・部を改正す

  る規則（第34号）24

◊川崎市瘍業共済条例施行規則を廃止する規則

  ¢第35号）24

◊川崎市中央卸売布場萊務条例施行規則の一部を

  改正する規則（第加号）以

◊川崎市公害防止等免活環境の保全に間する条例

  施行規則の一部を改JEする規則t第37号）26

◊川崎市保健所畏委任規則及び川崎市溫兒法施行

  細則の一部を改正する規則 く第3S公）29

◊川峙市医療機械器.M-整備資金融資規則の一部を

  改正する規則（第39号）30

◊川崎市精神保健相談センター粂例施行規則及び

川崎市心身障也矜紀台リハビリテ--ションセン

ター粂岡施行規則の一部を改上する規則（第40

  号リ30

◊川峙市小児医掛吸助成条例施行規則の一部を改

  正する規則（姑41号）3-|

◊川崎市自転!n等の顯防止に叫する粂岡施行規

   則の—郁を改|£する規則く染牝り）;……3-1

◊川崎市火災予防規則の--部を改|1一:する規則（第

    43号） '・"34

〇川崎市入権オンブズパーソン粂例の施行期3を

  足める規則（第44号）35

◊川崎市人権オンブズパーソン粂例施行現則（第

  45^・) 1

[訓令]

◊川崎市>務分掌規則等の一部を改!If.する規貝ijの

  刺定に伴う職拗の勤務について（第4号）39

◊川崎市職員安全衛生委員会規叙等の一部を改正

  する訓令’（第5リー) -10
 ◊ fll崎市桓βの励務時問等に閣する規程の一部を

  改正する訓令〔第¢;号）11

◊川崎市棟眞版摘規程の一部を改d:する訓令（第

  7 号）44

◊川崎市職貝勤務評定規程の-郎を改正する訓令

  〔第S号）相

◊川崎市職貝の育妃休業等に問する規程の一部を

  改正する訓令（第9号）仆

◊川崎市競争入札参加者選定姐むの-郞を改正す

  る訓令(第10号) 48

◊川崎市収入役屯務の專決等に問する規程の一部

  を改正する訓令（第11号）相

[水道局規程]

◊川崎市水道同>務分掌規程の郎を改正する規

  程（第9号）4K

◊川崎市水道日安全衛生管理規杵の一部を改正す

  石規程（弟】0甘）リ

◊川崎市水遮屈財務規程の一部を改.It:する規程

  [.第U号）51

◊川崎市水道兄$普品堂繕工事執行の特例を定める

  規程の一部を改正する規程（節i2ピ-) 5J

◊川崎市水迫粂例施行規稚の一部を改itする規程

M
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附U1]

この規則は，平成14年4月I IJから施行する,

川崎市公害防lヒ等生活環境の保令に関する条例施・{〒規

則の一部を改疋する規則をここに公布する、

・ず-戊14イ}-: 3り29臼

川輪小・Ji H部ギ上-

川埼市規則第 37 号

川叫ーポ公盥防止等・1-:即Uぬの保全に|!JJする条例姉

行船111の一部を改|卜:する規則

川崎市公:1,・防||・.等生活環拉の保全に間する粂例施行規

則げ成12:f・川崎市規則弟|:^引の，・・部を次のように

改正する。

第;5:1粂|||第11じを第14じとし，拍10号を¢|1illサとし・

同Vの次に次の2号を加える，，

:立特定梨品に係るつUン怕の回収及び破壊の哭施の

確保等に問する法徘(十・成1:1年法律第64以

：B!ポリ也化ビフェニル播奥物の逸正な処?£の椎進Sこ

関する特別措軒法（平成Iゼ|:法律游Mせ）

酢幻条|li染3号を第10^とし・第S号の次に次のi

を加える。

15； iH朔中から排出される窄索酸化物及び粒-r状物質

の特定地域における総缺の削減等に閲する特別措脛

法(平成4年法律第7U^)

糾3粂中卽矜を削り，舶！リ-を第34ぢ-とし・蜘号

から第3(1号までを3号ずつ繰り-卜げ，第23号の次に次の

3号を加える。

削ほう灰及びその化合物

船ふつ索及びその化合物

I泊アンモニア，アンモニウム化合物，亜硝酸化合物

及び硝酸化合物

第45粂中「第24号」を【脱7号」に改め，同粂に次の

ただし與を-加える。

ただし，同榮第2G号に掲げる物質については・

し尿その他生活に起因する下水，家畜排せつ物及び

肥料の施用に係るものを除く。

弟リ粂姑2項中第39号を妨31号とし，第28号を第30号

とし，第打号を第29号とし.第26号を第27号とし，同号

の次に次の1号を加える-

咄ほう索及びその化合物

第51粂第2項第25号中「弗索」を「ふつ索」に改め・

周号を同項第26号とし.同項中第24号を第25》とし，第

・I号から游23号までをi号ずつ繰り了げ，弟I廿の次に

次の1牡を加える。

Ciアンモニア，アンモニウム化合物，亜硝酸化合物

及び硝故化合物

染64粂姑1項第2号中「第3粂第1項第13け」を「第

3粂第I項染12号」に改める。

別表弟11セレン及びその化台物め項の次に次のように

加える|;

5
偏
号

の
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じう索及ひその化

浦
海域以外の公ルfN ]呪域以外の公共羽
水域にJ4JJ5れるiボ域に折出？れる

ものIリット|しにj fcのIリットル[こ
つきliう索として|つさ（3う去として
1()ミりグラム・・，海IIijミリダ-フム,，海

域に排川されるも!域に排!liされるも
のIり/トル;こつ；の[りット1ンにつ
きほう求として2:W iきtiう衣fcして2311

ふつ素及びその化

合物

アンモニf・アン

モニウ八!・じ什物，

曲硝酸化公物/!ひ

硝棟化合物

ミリグラム

面域以外の公兆HI

水域に排出？れる

ものIリットルに

つきふつ素として

8ミリゲラム,：海

域に排出されiも

の1リノトルにつ

きふ〇ぷとしてi5

ミりグラム

1リフト，レ|・こつさ

アン凡:ニア性明索

に01を柴じたも

の，：||，:硝陵性財劣

及び祁酸性穿光の

合計Shooミリグ

ラム

ミ|)ゲラ

而成以外の公共用

水域に排tli?れゐ

ものIリ-:，トルに

つさふっあとして

Kてリグラム,：海

WUこ排出されるも

ゾ〕I -jソトルにつ

きふっぶとして15

ミりゲラム

Iリットル:こつき

7・ンモニア性??.丸

1-： 0.4を乘じたも

の-亜一硝校性窒素

及び硝酸性®素の

介・i!-麓lllilミリグ

c7ム

別表第11弗某及びその化合物の項を削り，同衣備考第

5項中r,ク13ム及びその化合物收びに非素及びその化

合物」をr收ひにクロム及びその化合物」に改め・同我

偏考第7項中弟を削り.第32号を第35技とし・第25

号から第;までを3号ずつ繰り下げ，沁以ぢの次に次

の3号を加える。

以|はう基及びその化合物

規格KSHOZの47に定める方法父は環境庁

告示染5U号付表7に掲げる方法

⑶ふ-・・基及びその化合物

規格KCW2の34に定める方法又は規格K

0WZの34.UJ (注'"第3文を除く,,）に定

めるパ法及び環境庁告示染5!)号付及Gに招

げる〃法

卽アンモニア。アンモニウム化合物，亜硝

酸化介物及び硝酸化合物

アンモニア又はアンモニウム化合物にあっ

ては規格K 0102の42.2，收3又は42.5に定

める方法により検定されたアンモニウムイ

オンの漉度に換算係数0,776Gを乗じてアン

モニア性窒点の量を検出する方法，亜硝醗

化合物にあっては規格K_m〇2の4:Uに定め

る方汰により検定された亜硝酸イオンの游

度に俠算係炊0.3045を乘じて亜硝酸性窒劣

の111を検出する方法，硝酸化合物にあって

は規格KOI⑽の4325に定める方リ;により

検&された硝酸イオンの港晚に換灯係数0.

225i)を乘じて硝酸性窒素の̂を検川するん'

法（ただし.亜研肢化合物及び硝酸化合物

にあっては，当該}j法U代えて規格[(01L12

の4コ.1：r,} !2J及びc) UJの式中「-t:

x 1,318Jを除ぐ,}又は川,2,3 U)わ及ぴ

C) 8）を除く,」に定める方法により検定さ

れた曲一硝酸イオン及び硝酸イオンの合針の

硝酸イオン相当濃度に換？}:係数0.^59を乘

じて¢.硝酸性窒素及び硝酸性窒赤の合針Jit

を檢;fiするZf法とすることができる..，）

別表第ISセレン及びその化合物の項の次に次のように

加える¢

ほう素及ひその化

合物

ふつ索及びその化

合物

検液1リットルに

つき|1う素として

1ミ'Jグラム

検液1リットルに

つきふつ素として

0.8 ；'；グラム

別表第Ifiセレン及びその化合物の項の次に次のように

加える。

ほう歩及びその化合物 Iりットルにつさ11う累と

して1ミリグラム

ふつ-基及びその化合物

アンモニア，アンモニヴム

化合物，E碑預化合物反び

硝酸化介吻（し尿その他生

活に起閃す・£ド水，家盗排

せつ物及び肥料の抱用に係

るものを除く，.以Fこの刹

我にいて同じ。>

1り7卜|レにつきふっ某と

して0,8ミリグラム

1リ7トルにつき亜硝酸性

窒素及び硝後性定・灰の台d

蛍10ミリグラム

L.

別表第1G備考犯:3頂中第烈号を第28分とし，逍24ひの

次に次の:i号を加える。

ISIほう素及びその化合物

規格K 0)2の47.1若しくは47.:Uこ定める

方比父は環境庁告示第59サ付表7に掲げる

方汰

⑽ふつ素及びその化合物

規格K0!02の34.1に定める方法父は環役

庁告示第⑵せ付表fiに掲げる方法

印アンモニア，アンモニウム化含物，照硝

酸化合物及び硝酸化合物

也崎酸化介物にあっては規格K0W2め似

1に定める >；法により測定された亜硝酸イ

オンの濃度に換算係&〇.加45を飛じて]|(硝

後性窒索の敢を測足する方法,硝酸化介物
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にあっては規格K 0102のむユし父は

412一5[こ足める方法により測定された硝酸

イオンの!ft度に挟符係&を染じて硝

 限性窒嚴のaを測足するα法

附 Eli)

(施行期II!

1この規則は.平戍b!年7U1LIから施に「する、ただ

し，第33粂中®1]・リ-を第14-り・とし-第U1ウを第II号と

し・ MS・の次に2り・を加える改正規定U岡年1}11H

から，M粂中諮9り-を第10りとし.弟Sリ-の次に1ち-

を加える改 d: 規定は同年 5 打 I日から施行する。

(経過措殷）

 .Lこの規則の公布のI]前に没択されたヤ定所：[-1π前

から役岡のI:事がされているものをftむ。）にあって

ii,改正後の規則別戎第11に定める規糾S¢の'）ち附

則別表の左欄に掲げる排水指定物質に係る規制堪準は，

ぺ5諮事業所が同表の左欄に柑げる排水指定物科の種類

に応じ同衣の中欄に招げる条棟その他の区分に板する

場合に限り.改]|-:後の規則別一技第11の規定にかかわら

す，平成！f;年S月邪|」までの叫は：附則別表に祀げる

規制基準を適用する・，

3 前項の規定の通川については.同項の規定の遇川を

受けるポ栗所に係る巧水又は榜液を処理する爭來所に

ついては・同項の規定の適用を受けるポ業所の城する

突種その他の区分に榜するtのとみなす。

(条例第牝粂第5頂の規則で定める(.〇

・3この規KUに係る条例第46粂第5項川]粂第1項を適

用する部分に限るdの規則で定める11は，この規則

の施行のUとする。

附則別表（附則第2項問係）

この規則の公布のH前に設圈された事策所(hij B前

から設置の工事が？れているものを含む。）に係る平

成1G年d川;WBまでの> 水指定物質（ほう素及びその

化合物，ふつ素及びその化・&物並びにアンモニア，ア

ンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物に限

る..）の規制基準は，当該取業所が表中の左欄に掲げ

る排水指定物質の補頌に¢じ表中の中欄に揭げる栗種

その他の区分に塚する場合に限り，次のfcおりとする。

排水宿g物貝の種ffi 粟植その他の区分 炸容限度

ほう素及びその化

台物

Ttt子部品M造業

¢海域以外の公共

用水域に排水を排

出するものに限る。）

I 'Jットルにっき

ほう素として25ミ

リグラム

那気めつき茫（海

域以外の公共用水

域に排水を排出す

るものに0!る。）

iリッhルにつき

ほう素として70ミ

リグラム

ふつ我及ひ・その化

合物

温根を利用する卒

集所

I電51めっき策（梅

j域以外め公共用水
.域に排水を排出す

1るものに限る。〕

了ンモニア，アン

モニウム化合物，

亜硝肢化合物及び

硝醗化:VW

し尿処®施設

1lJソトルにつさ

ほうぶとして卯|)

ミリグ> ム

昭和咄牢12月1口

において現にゆう

出している溫泉を

利n!する平栗所

Iリットルにつ$

ふつ志としてisミ

リグラム

しりツトル・;こつ》

ふっぶと

リグラム

 て北

鉄鋼史（ステンレ

 ス®洗エ租を有す

るもの1こ限る。）

1リットル[こつさ

アンモニア性帶X・

に0.4を供じたfc

の，亜硝摘性望與

及び硝悦性穿彙の

台針0135ミ'Jグ

アンモニア性番累

に0/1を乘じたも

の，illiffl酸性窒戎

及ぴ硝險性窒素の

合計量マ叩ミりグ

ラム

1りットルにつき

アンて-ニア性窒索

に0.1を堆じたも

の，亜硝S性翌累

及び硝嚴性窒索の

合Sf i730ミリゲ

ラム

1リットルにつき

アンモニア性窒末

に0.4を乗じたfc

の，¢硝酸性窒洪

及び¢fl堆性窒素の

合計tt8Wミリ7

ラム

備考1この-衣の左摘に揭げる排水指定物質の植頚ごとに

同表の中欄に揭げる業種その他の区分に挺す・5爭粟

所が問吋に他の索桶その他の区分に城する場合にお

いて，改正後の規則別表第11又はこの表[こよりその

菜種その他の区分につき異なる許容限度の規制基準

が定められているときは，当故事業所に係る排水に

.ついては.それらの規制基準のうち.S大の許矜限

度のものを適用する，

2事楽所の排水の採水の地点は，当放堪寨所の排水

口とする。

3排木の測定方法|i,改正後の規則別衣第11涌考頃

7項¢1S25号から街27号までに定めるところによるも

のとする。
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